
　　第２２９回 埼玉県都市計画審議会

 　 　　　　議　案　概　要　一　覧　表 平成２８年７月１２日(火)　

決定権者 大臣 整備局 意見書

区　域 同意 調　整 通数/人数

埼玉県

5106 新座市

埼玉県

5107 新座市

新座都市計画道路の変更について 埼玉県

新座市

埼玉県

5109
富士見市

ふじみ野市
三芳町

埼玉県

5110
富士見市

ふじみ野市
三芳町

埼玉県

5111
秩父市
横瀬町
皆野町

埼玉県

5112 ときがわ町

5108 無 無 0/0

　３・４・４志木大和田線の一部区間が位置する大和田二・三丁目地区で
は、防災性や利便性の向上、土地の高度利用を図るため、土地区画整理事業
に併せて市街化区域への編入を計画しております。
　こうしたなか、土地区画整理事業における土地利用計画を検討した結果、
既存ストックである現道を生かした線形とすることで、土地の有効活用が図
られ、事業効果も向上することから、本路線の一部区間について線形を変更
し、併せて車線数を決定するものです。

富士見都市計画区域区分の変更について

有 有 0/0

都市計画法第６条の規定により平成２２年を基準年として実施した都市計画
基礎調査の結果を踏まえ、平成３７年を目標年次としてフレームの変更を行
うものです。
　なお、市街化区域と市街化調整区域の土地の区域については、変更しませ
ん。

富士見都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更について

0/0

都市機能を集積する拠点と公共交通ネットワークとの連携によるコンパクト
なまちづくりの方向性を明確化するとともに、社会情勢の変化や土砂災害等
への防災意識の高まりなどの課題に対応するため、都市計画区域の整備、開
発及び保全の方針を変更するものです。

有 有

0/0

議案番号
議　　　案　　　名

概　　　　要

大和田二・三丁目地区は、土地区画整理事業による計画的な市街地整備の実
施が確実となったことから、市街化区域に編入するものです。

　市街化区域への編入面積　約52ha
有有

新座都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更について

都市機能を集積する拠点と公共交通ネットワークとの連携によるコンパクト
なまちづくりの方向性を明確化するとともに、社会情勢の変化や土砂災害等
への防災意識の高まりなどの課題に対応するため、都市計画区域の整備、開
発及び保全の方針を変更するものです。

秩父都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更について

有 有 0/0

都市機能を集積する拠点と公共交通ネットワークとの連携によるコンパクト
なまちづくりの方向性を明確化するとともに、社会情勢の変化や土砂災害等
への防災意識の高まりなどの課題に対応するため、都市計画区域の整備、開
発及び保全の方針を変更するものです。

　

有有 0/0

新座都市計画区域区分の変更について

ときがわ都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更について

有 有 0/0

都市機能を集積する拠点と公共交通ネットワークとの連携によるコンパクト
なまちづくりの方向性を明確化するとともに、社会情勢の変化や土砂災害等
への防災意識の高まりなどの課題に対応するため、都市計画区域の整備、開
発及び保全の方針を変更するものです。



　　第２２９回 埼玉県都市計画審議会

 　 　　　　議　案　概　要　一　覧　表 平成２８年７月１２日(火)　

決定権者 大臣 整備局 意見書

区　域 同意 調　整 通数/人数
議案番号

議　　　案　　　名

概　　　　要

　

埼玉県

5113 小鹿野町

県

5114 朝霞市

県

5115 杉戸町

朝霞都市計画区域における産業廃棄物処理施設の敷地の位置について

無 無 0/0

　産業廃棄物処理施設の敷地の位置が、都市計画上支障がないかを建築基準
法第５１条ただし書の規定に基づき、埼玉県都市計画審議会に付議するもの
です。

 ○敷地に関する事項
 　用途地域：指定なし（市街化調整区域）
 　敷地の位置：朝霞市大字上内間木字厩尻５４９番１、５４９番２、
　　　　　　　 ５４９番４、５４９番９、５４３番２、５４８番４、
　　　　　　　 ５４８番５
　 敷地面積：６，２１３．１２㎡
　
 ○施設に関する事項
　 産業廃棄物処理施設（１基）
　　　　　　　　　　　 　処理品目　　　　   　処理能力
   ・破砕施設　　　　　  がれき類　　  　 　６１９．１０ｔ／日

幸手都市計画区域における産業廃棄物処理施設の敷地の位置について

無 無 0/0

　産業廃棄物処理施設の敷地の位置が、都市計画上支障がないかを建築基準
法第５１条ただし書の規定に基づき、埼玉県都市計画審議会に付議するもの
です。

 ○敷地に関する事項
 　用途地域：工業専用地域
 　敷地の位置：北葛飾郡杉戸町大字本郷字東中５９０番５、
               ５９１番１、５９２番１、５９３番１、５９４番１、
               ５９５番１、５９６番１、５９７番１、５９８番１
 　敷地面積：７，８８２．５０㎡
　
 ○施設に関する事項
 　産業廃棄物処理施設（５基）
      　　　　　　　　　　処理品目　　      　処理能力
 　・破砕施設①（既設）  廃プラスチック類   １４４．９６ｔ／日
　　　　　　　　 　　 　 木くず    　 　 　 ２１７．４４ｔ／日
　 ・破砕施設②（既設）  廃プラスチック類　 　７２．５７ｔ／日
　　　　　　　　 　　 　 木くず　             ７２．５７ｔ／日
 　・破砕施設③（既設）  がれき類 　        ７８７．４４ｔ／日
 　・破砕施設④（新設）  廃プラスチック類     ６７．８０ｔ／日
 　　　　　　　 　　 　  木くず　           １０５．７７ｔ／日
 　　　　　　　　　 　　 がれき類　         １０１．７０ｔ／日
 　・破砕施設⑤（新設）  廃プラスチック類     ２８．８０ｔ／日
　　　　　　　　 　      木くず　           　３９．６０ｔ／日

小鹿野都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更について

有 有 0/0

都市機能を集積する拠点と公共交通ネットワークとの連携によるコンパクト
なまちづくりの方向性を明確化するとともに、社会情勢の変化や土砂災害等
への防災意識の高まりなどの課題に対応するため、都市計画区域の整備、開
発及び保全の方針を変更するものです。


